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令和６年宇治田原町議会運営委員会 

令和６年２月26日 

午 前 1 0 時 開 議 

議 事 日 程 

 日程第１  令和６年第１回（３月）定例会について 

       ①署名議員について 

       ②会期について 

       ③諸報告について 

       ④一般質問について 

       ⑤再開日について 

       ⑥常任委員会の日程について 

       ⑦予算特別委員会の日程について 

       ⑧特別委員会の日程について 

       ⑨提出議案について 

       ⑩推薦同意に係る所信聴取について 

       ⑪議事日程（第１号）について 

       ⑫陳情書について 

       ⑬行政諸報告について 

       ⑭その他 

 日程第２  その他 

 

１．出 席 委 員 

      委員長     １番  山 内 実貴子  委員 

      副委員長    ３番  馬 場   哉  委員 

              ５番  山 本   精  委員 

              ７番  藤 本 英 樹  委員 

              10番  原 田 周 一  委員 

              12番  浅 田 晃 弘  議長 

 

１．欠 席 委 員     なし 
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１．宇治田原町議会委員会条例第18条の規定により会議事件の説明のため出席を求めるも

のは次のとおりである。 

副 町 長 山 下 康 之 君 

総 務 担 当 理 事 奥 谷  明 君 

企 画 財 政 課 長 中 地 智 之 君 

 

１．職務のため出席した事務局職員は次のとおりである。 

事 務 局 長 矢 野 里 志 君 

庶 務 係 長 重 富 康 宏 君 

────────────────────────────────────────── 
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開  会   午前10時00分 

○委員長（山内実貴子） 皆さん、おはようございます。 

  本日は議会運営委員会を招集いたしましたところ、皆様方にはご出席いただき、あり

がとうございます。 

  本日の委員会は令和６年第１回定例会における議会運営につきまして、お手元に配付

いたしております会議日程により、ご協議をお願いいたします。 

  本日の委員会において不適切な発言等がありました場合には委員長において精査を行

うことといたします。 

  これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山内実貴子） ありがとうございます。 

  ここで副町長より発言を求められておりますので、これを許します。山下副町長。 

○副町長（山下康之） 皆さん、改めまして、おはようございます。 

  本日は、令和６年第１回定例会におきます議会運営委員会を開催いただきまして、誠

にありがとうございます。 

  開会に当たりまして一言ご挨拶を申し上げます。 

  当委員会の山内委員長、また、馬場副委員長のもと、議会運営委員会の委員の皆さん

にはいろいろとお世話になりますけれども、どうぞよろしくお願いを申し上げます。 

  まずは、本年の令和６年１月１日に発生いたしました石川県の能登半島地震におきま

して、大変多くの方が亡くなられまして、本当に心からご冥福を謹んでお祈りを申し上

げたいというふうに思います。 

  また、本当に非難を余儀なくされている皆さんには１日も早い復旧、復興を願うとと

もに、本当にお見舞いを申し上げていきたいというふうに思います。 

  宇治田原町にいたしましても、そういった能登半島への支援ということで、京都府さ

んなり、また、日本水道協会のほうを通じまして、支援を行っているところでございま

すけれども、京都府のほうから人的な支援ということで、石川県七尾市のほうに職員派

遣をいたしまして、そういった支援の活動に行っているというようなことと併せまして、

今度は能登町のほうに水道のほうの給水の支援ということで、まず１回目、２月に行っ

てまいりましたけれども、また、今後も日本水道協会のほうから要請がありましたら、

いつでも行けるように、町としても対応しているというようなところでございまして、

本当に被災地の１日も早い復旧、復興を願うところでございますけれども、今も本当に
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断水も２万1,880戸の家がまだ断水が起こっているということでございますので、非常

に給水活動は大分続くだろうというふうに思っておりますし、また、いろんな面での提

案等々もございますので、あらゆる面から町としても支援をしてまいりたいというふう

に思っておりますので、また、委員各位におきましては、いろんな角度からご指導を賜

りたいというふうに思うところでございます。 

  もういよいよ２月も終わりということで、２月は逃げるというぐらい早いときでござ

いまして、もう３月が間近に迫っておるところでございますけれども、特に今年はここ

数日、雨が多い日でございましたけれども、どちらかというと暖冬の年だったかなとい

うふうに思っておりますけれども、まあまあこれから寒い日が続いたり、また、暖かく

なったりということで、桜の開花も早いというように言われておりますし、宇治田原町

の名産であるお茶の萌芽宣言のほうもひょっとしたら早いんじゃないかなというふうに

思っておりますけれども、こういった時期でございますので、非常に寒くなったり暑く

なったりしてまいりますので、委員各位におかれましては、まずは健康にご留意をいた

だきたいというように思うところでございますけれども、特に今年になってから各学校、

宇治田原町全般でございますけれども、インフルエンザ感染の警報が発令されてという

ようなことを聞いておりまして、非常に学校関係においても学級閉鎖もさせていただき、

今日までに至っているところでございますけれども、今日現在で申し上げましたら、特

に学校関係では今、学級閉鎖はしておりませんけれども、田原小学校で９名のインフル

エンザの感染者、また、宇治田原小学校で１名、維孝館中学校で６名のインフルエンザ

の感染者がおられるというふうに聞いておりますけれども、特に、そういった感染が広

がっているということでもございませんので、十分にチェックをしながら安心・安全な

教育が進められるようにしていきたいというふうに思っているところでございます。 

  また、保育所におきましても、お二人の方がインフルエンザにかかっていると聞いて

おりますけれども、特に、コロナで感染されているというようなことはちょっと今のと

ころ聞いておりませんけれども、これも余断を許さない感染力が大変強くございますの

で、そういった面についてもしっかりとした啓発をしながら、感染予防に努めていただ

きたいなというふうに思っているところでございます。 

  そういった中で、令和６年度第１回の定例会におきましては、今回、また当初予算の

ほうをいろいろとご審議を賜るわけでございますけれども、今回、40の議案をお願いし

ております。また、後ほど私のほうから一つずつの議案につきましてご説明申し上げま

すけれども、どうぞよろしくお願い申し上げて、委員各位には引き続き健康にはご留意
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いただき、引き続いて、ご活躍をされますよう心からお願いを申し上げまして、開会に

当たりましてのご挨拶とさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 

  以上でございます。 

○委員長（山内実貴子） ありがとうございました。 

  それでは、本日の議事に入ります。 

────────────────────────────────────────── 

◎令和６年第１回（３月）定例会について 

○委員長（山内実貴子） 日程第１、令和６年第１回（３月）定例会についてを議題とい

たします。 

  ①署名議員について、事務局からお願いいたします。矢野局長。 

○事務局長（矢野里志） 改めまして、皆さんおはようございます。 

  会議録署名議員の指名でございますが、本議会につきましては、２番、榎木憲法議員、

９番、上野雅央議員にお願いをしたいと思っておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

  以上でございます。 

○委員長（山内実貴子） ただいまありましたとおり、２番、榎木憲法議員、９番、上野

雅央議員といたします。 

  ②会期について。 

  会期については３月４日から３月28日までの25日間といたします。 

  ③諸報告について。 

  議員派遣の件について、報告１件。 

  ２月９日、市町村トップセミナー、お手元に配付のとおりでございます。 

  もう一つ、陳情書１件について。 

  陳情書は①年金制度における外国人への脱退一時金の是正を求める意見書の採択を求

める陳情。お手元に配付のとおりでございます。 

  陳情書につきましては、後ほど取扱いについて協議いただきたいと思います。 

  ④一般質問について。 

  事務局からお願いいたします。矢野局長。 

○事務局長（矢野里志） 一般質問につきましてですが、２月20日、21日に通告を受け付

けさせていただきまして、その結果、資料にもありますが、10名の提出があり、21日午

前９時からは抽選も実施をさせていただいたところでございます。 
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  その結果を一覧表にさせていただいております。 

  この10名の質問者の方々を一般質問の６日と７日、どのようにすればよいかを決定い

ただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（山内実貴子） 今回の一般質問につきましては10名ということでございます。

６日と７日の振り分けをどのようにすればよいか、ご意見等ございますでしょうか。 

（発言する者なし） 

○委員長（山内実貴子） 特になければ、従来の申合せにありましたとおり、６日は７人

目まで、７日を８人目からといたしますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山内実貴子） 異議なしと認め、１日目７名、２日目３名で行いたいと思いま

す。 

  重複すると思われる項目は２番、今西議員と４番目、榎木議員が能登半島地震の関係

となっています。質問内容が全く同じであれば、２番目の方が質問を省略するか、質問

の切り口を変える等の対応をお願いしたいと思います。 

  ⑤再開日について。 

  ６日水曜日午前10時、一般質問１日目、７日木曜日午前10時、一般質問２日目、15日

金曜日午前10時、補正予算関係等表決、28日木曜日午前10時、閉会予定となっています。 

  ⑥常任委員会の日程について。 

  12日火曜日午前10時、総務建設常任員会、13日水曜日午前10時、文教厚生常任委員会。 

  次に⑦予算特別委員会の日程についてです。 

  11日月曜日午前10時、補正予算、18日月曜日午前10時、総務健康福祉関係、21日木曜

日午前10時、建設事業教育委員会、22日金曜日午前10時、現地審査、25日月曜日午前10

時、総括となります。 

  ⑧特別委員会の日程について。 

  議会活性化特別委員会を11日月曜日の予算特別委員会終了後に予定しております。 

  この日程でご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山内実貴子） 異議なしと認め、この日程で決定いたします。 

  ⑨提出議案について。 

  当局より議案説明をお願いしたいと思います。山下副町長。 

○副町長（山下康之） それでは、私のほうから今回お願いいたします議案につきまして、
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それぞれご説明を申し上げたいというふうに思います。 

  今回、第１回目ということで１号から40号までの40議案をご審議を賜り、ご可決を賜

りたいというふうに思っております。 

  40議案の内訳でございますけれども、予算関係がまず10件で、そのうち当初予算が６

件、それから補正が４件で、予算関係が10件。それと条例関係でございますけれども、

15件お願いをしていきたいと。改正の分だけで15件ということでございます。 

  それから一般議案が14件、そのうち契約が１件とその他の議案が13件、それと人事関

係が１件でございまして、今回40議案をお願いしていきたいというふうに思っておると

ころでございます。 

  それでは、お手元のほうに議案書のほう配付させていただいておりますけれども、議

案第１号から順次、概要等につきまして説明を申し上げたいというふうに思っておりま

す。 

  まず、議案題１号でございます。 

  令和５年度宇治田原町一般会計補正予算の第６号でございます。 

  これは今回、補正額を7,531万5,000円の追加をお願いして、54億7,826万円とさせて

いただきたいというふうに思っております。 

  内容的にはそれぞれ補正予算書の後ろに補正予算の主要事項調書なり、また横表の概

要をつけさせていただいておりますけれども、エネルギーまた食料品等の価格等の物価

高騰による負担増を踏まえまして、令和５年度の住民税均等割のみを課税されている世

帯やまた住民税非課税である子育て世帯に対しまして、物価高の対応の支援給付金を支

給するための費用やまた町内の消費拡大等と商工業者の活性を図るために商工会が発行

するプレミアム商品券の発行経費と、また経費を補助するための費用などを今回追加さ

せていただいておりまして、主要事項調書の中にもございますけれども、そういった今

回、13か月予算とこれをしっかりと入れさせていただきまして、お願いをしていきたい

というふうに思っております。 

  特に、今申し上げました低所得世帯への物価高騰対応支援給付金の支援事業で2,683

万5,000円の追加、また、低所得世帯への物価高の対応の支援給付金支援事業、子ども

加算でございます、860万8,000円。 

  また、うじたわらっ子の家計への応援事業費、これを400万、また地域公共交通事業

者への支援事業として135万2,000円、また宇治田原山手線の整備事業費として345万

1,000円の、また町を元気にするプレミアム商品券の発行事業費の補助金の1,250万円。
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高校生等への応援事業費として483万円の追加をいたしております。 

  この中で、山手線の整備事業費、これは拡充でございまして、それ以外は新規として

今回13か月予算として補正予算に組み込ませていただきまして、補正額を7,531万5,000

円の追加でお願いをしていきたいというふうに思っております。 

  次に、議案第２号でございます。 

  議案第２号、令和５年度宇治田原町国民健康保険特別会計（事業勘定）の補正予算の

第２号につきましては、60万1,000円を追加いたしまして、10億6,303万3,000円とさせ

ていただくものでございまして、内容的には保険給付費の決算見込み、これに伴いまし

て、補正をさせていただくものでございます。 

  補正予算書の後ろの概要のほうに上げさせていただいておりますので、お願いしてい

きたいと。いずれも決算見込みに伴いまして、追加の補正をお願いするものでございま

す。 

  次に、議案第３号でございます。 

  令和５年度宇治田原町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）についてでござい

ます。 

  これも後期高齢者医療保険料の調定額の増に伴い、補正するものでございます。補正

額を156万1,000円といたしまして、１億5,653万9,000円とさせていただくものでござい

ます。これも議案３号の後ろの概要に主な増減等について資料としてつけさせていただ

いておりますので、また見ていただけたらありがたいかというふうに思っております。 

  いずれも調定額の増に伴い、補正のほうをお願いするものでございます。 

  続きまして、議案第４号、令和５年度宇治田原町介護保険特別会計補正予算（第３号）

についてでございます。 

  これは、保険事業勘定のほうでは保険給付費の決算見込みに伴いまして、補正をお願

いするものでございまして、補正額を1,756万9,000円として、８億4,923万4,000円とす

るものでございます。 

  この介護保険の中の今は保険事業勘定のほうでございましたけれども、介護サービス

事業勘定のほうは、これは事業費の決算見込みに伴いまして、補正をお願いするもので

ございまして、７万6,000円の追加でございます。後ろにそれぞれ主な増減等につきま

して資料としてつけさせていただいておりますので、どうぞよろしくお願いをしたいと

思います。 

  続きまして、議案第５号でございます。 
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  これは令和６年度の宇治田原町一般会計予算でございます。 

  今回の予算額は53億9,900万円でございまして、前年度よりも4.3％増の予算を計上さ

せていただいております。当初予算書の後ろに編成概要、また当初予算概要なり、また、

それぞれの資料もつけさせていただいておりまして、当初予算の特に13か月予算、重点

施策の事業一覧、また主要事項調書等々もつけさせていただいておりますので、また順

次見ていただいたら結構でございますけれども、特に、この令和６年度宇治田原町一般

会計予算編成概要の中を見ていただきまして、今回の予算規模については、今、申し上

げましたように、53億9,900万円の予算をお願いしていきたいと、今回の予算につきま

しては、明日の安心を守る未来創造予算と、このようにつけまして、予算のほうを計上

させていただいておるところでございます。 

  特に、冒頭で、ご挨拶で申し上げましたけれども、能登半島地震を教訓に災害時のリ

ダンダンシーの機能を有する、また山手線、また幹線道路の整備なり、また地震や火災、

豪雨の災害対策、また交通事故防止、そういった防止策、また、暮らしの不安要因を減

らすための安心・安全な暮らしの環境づくりに重点を置いた予算を今回計上させていた

だいているというふうなところでございます。 

  特に、この中の資料も見ていただいたらありがたいと思いますけれども、特に７ペー

ジからは先ほど申し上げました明日の安心を守る未来創造予算といたまして、４つの目

標を立てる中で、１つは健やかに安心して暮らせるまち、また、２つ目には便利で快適

に過ごせるまち、３つ目には活気にあふれる交流のまち、４つ目には子育てと学びを応

援するまち、このような目標を立てる中で予算計上をさせていただきまして、７ページ

以降にそれぞれ今申し上げましたそうした考え方等々につきまして、計上させていただ

いておりますので、また内容等を見ていただいたら非常にありがたいというふうに思っ

ておりますし、また、特に当初予算の今申し上げた中の主要事項調書のほうも58ページ

にわたって、調書のほうに載せていただいておりますので、それぞれチェック等々いた

だきまして、どうぞご可決のほうを賜りたいと、このように思っているところでござい

ます。 

  続きまして、議案第６号、令和６年度宇治田原町国民健康保険特別会計（事業勘定）

予算でございます。 

  これについては予算額を11億599万1,000円と計上させていただいております。前年度

よりも6.1％増となっているところでございます。 

  特に、医療費等々の今後の推移を見ながら、また、健康保険税の状況を十分に把握す
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る中で、予算のほうを計上させていただいております。 

  後ろに、国民健康保険特別会計予算の積算等の説明資料もつけさせていただいており

ますので、また、どうぞよろしくお願いを申し上げたいというふうに思います。 

  続きまして、議案第７号でございます。 

  令和６年度宇治田原町後期高齢者医療特別会計予算でございます。 

  予算額を１億7,990万1,000円とさせていただいております。前年度比よりも16.1％の

増ということになっているところでございます。これも後期高齢者医療の中で、特に医

療の保険料、また、そうした後期高齢者の医療の連合会への広域連合納付金等々も計上

させていただいております。そういう中の積算説明資料も見ていただきまして、どうぞ

よろしくお願いを申し上げていきたいというふうに思っております。 

  続きまして、議案第８号でございます。 

  令和６年度宇治田原町介護保険特別会計予算でございます。 

  これには保険事業勘定の予算、これにつきましては８億9,367万7,000円と定めさせて

いただいております。 

  また、介護サービス事業勘定のほうでは379万8,000円を予算を計上させていただいて

いるところでございます。これも後ろに予算の根拠とさせていただいております積算説

明資料をつけさせていただいておりますので、またチェック等々につきまして、よろし

くお願いを申し上げたいというふうに思います。 

  続きまして、議案第９号、令和６年度宇治田原町水道事業会計でございます。 

  これも、今回予算額を５億4,115万円、前年度比9.5％の増ということになっていると

ころでございます。 

  この水道事業会計の中の主要事項の部分については、先ほど申し上げました主要事項

調書のほうにそれぞれ主な事業等については一緒にこちらのほうに掲載させていただい

ておりますので、また、それぞれご確認等をいただきたいというふうに思っております。 

  続きまして、議案第10号でございます。 

  令和６年度宇治田原町下水道事業会計でございます。予算額を８億5,259万2,000円と

させていただきまして、前年度よりも11.7％の減ということで予算のほうを計上させて

いただいております。 

  これにつきましては、先ほど申し上げました全体的な主要事項調書、こちらのほうに

主な事業等については掲載させていただいておりますので、どうぞよろしくお願いをし

たいというふうに思います。 
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  続きまして、議案第11号でございます。 

  特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例

を制定するについてでございます。 

  今回、監査委員及び教育委員会委員の報酬額について、宇治田原町の特別職報酬等審

議会の答申も踏まえまして、所要の改正を行うものでございます。 

  中を見ていただいたら結構かと思いますけれども、今回の報酬等の審議会の中でも所

要の内容につきましてご意見を賜りまして、それを受けまして、特に監査委員さんとそ

れから教育委員さんの報酬額のほうを増額として、改正をお願いするものでございます。 

  続きまして、議案第12号でございます。 

  これにつきましては、宇治田原町の会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条

例等の一部を改正する条例を制定するについてでございます。 

  これについては、地方自治法の改正によりまして会計年度任用職員に対する勤勉手当

の支給が可能となり、対象となります会計年度任用職員に適切に支給すべきとされたこ

とから会計年度任用職員に対しまして、令和６年度より勤勉手当を支給するために、所

要の改正を行うものでございます。 

  これも後ろに資料のほうをつけさせていただいておりますので、またよろしくお願い

したいと思います。 

  続きまして、議案第13号、宇治田原町長等の給料の額の特例に関する条例の一部を改

正する条例を制定するについてでございます。 

  これにつきましては、町長、また副町長及び教育長に係る給料月額及び期末手当の一

部減額について、令和６年４月以降も１年間延長するために所要の改正を行うものでご

ざいます。 

  町長は月額10％、副町長及び教育長については月額７％の減額の条例提案をさせてい

ただくということでお願いしたいと思います。 

  これも後ろに資料のほうをつけさせていただいておりますので、順次見ていただきま

したらありがたいというふうに思います。 

  続きまして、議案第14号、宇治田原町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する

条例を制定するについてでございます。 

  これも後ろに資料のほうをつけさせていただいておりますけれども、非常勤消防団員

等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正に伴いまして、所要の改正を行うもの

でございます。特に、内容的には補償基礎額の改定を行うというものでございます。 
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  続きまして、議案第15号、宇治田原町行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条

例の一部を改正する条例を制定するについてでございます。 

  これも後ろに資料をつけさせていただいておりますけれども、行政手続における特定

の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴いまして、所要の改

正をお願いしていきたいと思っております。 

  主な改正内容は、法律の一部改正に伴いまして、定義を追加するものでございます。 

  続きまして、議案第16号、宇治田原町介護保険条例の一部を改正する条例を制定する

についてでございます。 

  後ろに議案書の資料をつけさせていただいておるところでございますけれども、これ

は３年に一度見直しを行う高齢者介護、また福祉計画の改定及び介護保険法施行令の一

部改正等に伴いまして、所要の改正を行うものでございます。 

  主な改正内容につきましては、介護給付費の増加に対応するため、保険料の引上げ改

定を行うとともに、所得に応じた保険料率の区分を15段階へと改定を行うものでござい

ます。これも後ろに資料のほうをつけさせていただいておりますので、よろしくお願い

いたします。 

  続きまして、議案第17号、宇治田原町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例を制定するについてでございます。 

  これも議案第17号資料を後ろにつけさせていただいておりますけれども、令和６年度

の介護報酬改定によりまして、関係省令の一部が改正されることに伴いまして、改正を

お願いするものでございます。 

  主な改正内容は介護分野における良質なサービスの効率的な提供に向けた働きやすい

職場づくり及び身体的拘束等の適正化の推進等について所要の改正を行うものでござい

ます。 

  続きまして、議案第18号でございます。 

  宇治田原町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例を制定するについてでございます。 

  これも後ろに議案第18号の資料として概要をつけさせていただいておりますけれども、

令和６年度の介護報酬改定により関係省令の一部改正されることに伴いまして、改正を

行うものでございます。 

  内容的には、介護分野における良質なサービスの効率的な提供に向けた働きやすい職
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場づくり及び身体的拘束等の適正化の推進等について所要の改正を行うものでございま

す。資料のほうをつけさせていただいておりますので、よろしくお願いします。 

  続きまして、議案第19号、宇治田原町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、

設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な

支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を制定するについてでござ

います。 

  これも議案第19号の資料を後ろにつけさせていただいておりますけれども、令和６年

度介護報酬改定によりまして、関係省令の一部が改正されることに伴いまして、所要の

改正を行うものでございます。 

  特に主な改正内容は、介護分野における良質なサービスの効率的な提供に向けた働き

やすい職場づくり及び身体的拘束等の適正化の推進等について所要の改正を行うもので

ございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

  続きまして、議案第20号、宇治田原町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並び

に指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例を制定するについてでございます。 

  これも議案第20号の後ろに概要の資料をつけさせていただいておりますので、お願い

していきたいと思います。 

  令和６年度介護報酬改定により関係省令の一部が改正されることに伴いまして、所要

の改正を行うものでございます。主な内容につきましては、介護分野における良質なサ

ービスの効率的な提供に向けた働きやすい職場づくり及び身体的拘束等の適正化の推進

等について所要の改正を行うものでございます。 

  続きまして、議案第21号、宇治田原町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を制

定するについてでございます。 

  これも概要のほう後ろにつけさせていただいておりますけれども、令和６年度の税率

等を設定するため改正を行うものでございます。 

  改正内容は、全被保険者に課税される基礎分及び後期高齢者支援金分の種別について

京都府から示された標準保険料率を勘案し、見直しをさせていただくものでございます。

資料をつけさせていただいておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

  続きまして、議案第22号、宇治田原町福祉医療費の支給に関する条例の一部を改正す

る条例を制定するについてでございます。 

  これも後ろに22号の資料をつけさせていただいておりますけれども、京都府の福祉医
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療助成事業費補助金交付要綱の改正に伴いまして、本町の条例等についても改正をする

ものでございまして、改正内容は福祉医療費の支給対象に従来の身体障がい者、知的障

がい者の一部に加え、新たに精神障害者保健福祉手帳の保持者の一部を加えるものでご

ざいます。どうぞよろしくお願いいたします。 

  続きまして、議案第23号でございます。 

  宇治田原町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例を制

定するについてでございます。 

  これも後ろに資料をつけさせていただいておりますけれども、地方自治法の一部を改

正する法律の施行に伴いまして、所要の改正を行うものでございます。 

  改正内容は地方自治法の規定に繰下げが生じたことによる引用条項の改正を行うもの

でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

  続きまして、議案第24号、宇治田原町水道布設工事監督者の設置基準及び資格基準並

びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例を制定するについて

でございます。これも概要のほう後ろにつけさせていただいているところでございます

けれども、水道法の一部を改正する法律の施行に伴いまして、所要の改正をお願いする

ものでございます。 

  改正内容は、水道整備・管理行政の権限等が厚生労働大臣から国土交通大臣及び環境

大臣に移管されることに伴いまして、該当条項の改正を行うものでございます。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

  続きまして、議案第25号でございます。 

  宇治田原町監査委員条例の一部を改正する条例を制定するについてでございます。 

  これも後ろに資料のほうをつけさせていただいておりますけれども、地方自治法の一

部を改正する法律の施行に伴いまして、所要の改正をお願いするものでございます。 

  改正内容は、地方自治法の規定にに繰下げが生じたことによる引用条項の改正を行う

ものでございます。よろしくお願いいたします。 

  続きまして、議案第26号でございます。 

  都市計画道路宇治田原山手線建設工事委託に関する協定の一部変更についてでござい

ます。 

  これも議案第26号の後ろに資料のほうをつけさせていただいておりますけれども、西

日本高速道路株式会社関西支社と締結をいたしております協定金額に変更が生じたこと

により議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第２条の規定
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に基づく工事の請負金額を締結するため、地方自治法第96条第１項第５号の規定により

議会の議決を求めるものでございます。 

  変更内容は、緑苑坂から町道禅定寺奥山田線間の宇治田原山手線北線供用に伴う積算

等による増額分、約１億1,600万円を追加し、協定額９億6,606万2,101円を10億8,200万

円に変更するものでございます。 

  続きまして、議案第27号からは指定管理者の指定についてでございます。 

  まず、議案第27号、指定管理者の指定ということで、これは宇治田原町奥山田のふれ

あい交流館でございます。指定管理者として引き続き奥山田区を指定するものでござい

ます。 

  続きまして、議案第28号 指定管理者の指定について。 

  宇治田原町の老人福祉センターやすらぎ荘でございます。これの指定管理者として引

き続き宇治田原町社会福祉協議会を指定させていただきたいというふうに思っていると

ころでございます。 

  続きまして、議案第29号、指定管理者の指定についてということで、宇治田原町ふれ

あい福祉センターでございます。ここの指定管理者として、引き続き宇治田原町のシル

バー人材センターへ指定をさせていただきたいというふうに思っているところでござい

ます。 

  続きまして、議案第30号の指定管理者の指定、また、議案第31号の指定管理者の指定、

これは30号のほうは銘城台の自然公園、また、31号のほうは銘城台の児童公園でござい

ます。この２つの都市公園の指定管理といたしまして、引き続き銘城台の自治会を指定

させていただきたいというふうに思っているところでございます。 

  続きまして、議案第32号のほうは、指定管理者の指定については、これは場所は緑苑

坂のてんじんやま公園でございます。 

  議案第33号の指定管理者の指定については、緑苑坂のにし公園でございます。 

  それから、議案第34号の指定管理者の指定については、緑苑坂のなか公園でございま

す。 

  今申し上げました緑苑坂内にある３つの都市公園の指定管理者として、引き続き緑苑

坂区を指定するものでございます。 

  続きまして、議案第35号、指定管理者の指定について。 

  これは、宇治田原町の林業センターでございます。ここの指定管理者として引き続き

まして、宇治田原町の森林組合を指定するものでございます。 
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  続きまして、議案第36号 指定管理者の指定について。 

  森林総合利用施設の末山及びくつわ池自然公園でございます。 

  ここにつきましては、森林総合利用施設の指定管理者として、引き続き、須河車体株

式会社を指定するものでございます。 

  続きまして、議案第37号の指定管理者の指定については、宇治田原町商工センターで

ございます。 

  宇治田原町商工センターの指定管理者として引き続きまして、宇治田原町の商工会に

指定するものでございます。 

  続きまして、議案第38号、指定管理者の指定について。 

  これは、宇治田原町のお茶の京都交流拠点施設でございます。ここの指定管理者とし

て引き続きまして、1738やんたん里づくり会を引き続き指定するものでございます。 

  続きまして、議案第39号、城南衛生管理組合の規約の変更についてでございます。 

  これも概要のほうをつけさせていただいておりますけれども、城南衛生管理組合の事

務所が八幡市沢から宇治市折居台へ移転するに伴いまして、組合規約の第４条に規定す

る組合事務所の位置を変更すべく組合規約に変更することによって、地方自治法第286

条第２項の規定により協議するため、同法第290条の規定により議会の議決を得るもの

でございます。 

  この議案でございますけれども、この議案第39号の城南衛生管理組合規約の変更につ

いてでございますけれども、大変厚かましくて申し訳ございませんけれども、この議案

につきましては、先ほど来、再開日の日程について議論いただきました15日の日に、こ

の日には先ほど議運の委員長のほうから補正予算関係等の表決ということで、議運の委

員の皆さんにご承諾を得られたところでございますけれども、この15日の補正予算関係

等の表決、このときにこの議案につきましては、できましたらここで採決をいただきま

して、ご可決を賜りたいというふうに思っておりますので、何卒ご理解いただきますよ

うよろしくお願い申し上げたいと思います。 

  続きまして、議案第40号、人権擁護委員候補者の推薦についてでございます。 

  現在、人権擁護委員の高田美智子氏の任期が本年６月30日をもって満了ということか

らその後任として今回、林眞理子さん、禅定寺勝谷87番地にお住まいの方でございまし

て、今日まで民生児童委員等々を非常にお世話になっている方でございますけれども、

この方を高田氏の後任としてお願いをする。それに当たりまして、法務大臣に推薦をさ

せていただきたいというふうに思っておりますので、そのためには人権擁護委員法第６
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条第３項の規定によりまして、議会の同意をいただきたいというふうに思っております

ので、どうぞよろしくお願いをしたいというふうに思います。 

  以上が第１号から議案第40号までの説明ということにさせていただきたいと思います。

いずれの議案につきましても何卒ご可決賜りますよう、よろしくお願いを申し上げまし

て、説明のほうを終わらせていただきたいと思います。 

  委員長、以上でございます。 

○委員長（山内実貴子） ありがとうございます。 

  説明が終わりましたので、委員から質疑を受けたいと思います。ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山内実貴子） ないようですので、提出議案については終わります。 

  ただいま、副町長からありましたように議案第39号については３月15日採決というこ

とになりますので、よろしくお願いします。 

  ⑩推薦同意に係る所信聴取についてです。 

  申合せ事項であります推薦同意に係る人事案件の所信についての調書の有無について

は、議会運営委員会において協議、決定することとなっておりますが、人権擁護委員に

ついては招致を行っていないことから今回についても行わないことにしたいと思います。 

  これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山内実貴子） では、今回の人権擁護委員候補者の推薦については所信聴取を

行わないことに決定いたします。 

  ⑪議事日程（第１号）について、事務局から説明をお願いしたいと思います。矢野局

長。 

○事務局長（矢野里志） それでは、お手元に配付をさせていただいております令和６年

第１回宇治田原町議会定例会議事日程（第１号）について、ご説明をさせていただきた

いと思います。 

  令和６年３月４日月曜日、午前10時が開議でございます。 

  まず、日程第１、会議録署名議員の指名につきましては、先ほどご説明申し上げまし

たように、２番、榎木憲法議員、９番、上野雅央議員にお願いをさせていただく予定と

しております。 

  日程第２の会期の決定でございますが、これにつきましても先ほど委員長のほうから

ご確認をいただきました３月４日から３月28日までの25日間とさせていただきたく思っ
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ております。 

  日程第３、諸報告でございますが、先ほどご説明いただきましたように12月18日に議

決いたしました議員派遣についての報告でございます。 

  また、陳情書１件がございますので、後ほどご協議をいただければというふうに思っ

ております。 

  また、議長より先日、20日に開催されました京都府町村議会議長会第74回定期総会に

おきまして、原田周一議員が町村議会議員として15年以上の在職により全国町村議会議

長会長表彰の伝達を京都府町村議会議長会長より受けられましたので、その報告をして

いただきます。 

  その後、町長のほうから開会のご挨拶、施政方針演説が入る予定となっておりますの

で、よろしくお願いをいたします。 

  次に、日程第４から日程第43までは町長提出議案になるわけでございますが、まず、

日程第４、議案第40号の人権擁護委員候補者の推薦につきましては、町長から提案説明

をいただきまして、先ほどお諮りいただきましたように、招致しないということになり

ましたので、開会日の議事日程が終了した後、全員協議会を開催いただき、協議いただ

きたいというふうに考えております。質疑、討論、採決につきましては、最終日に予定

をしております。 

  日程第５から第20までの令和５年度補正予算４議案、令和６年度当初予算６議案、ま

た、予算に関連いたします条例６議案、合計16議案につきまして一括提案を予定をさせ

ていただいております。 

  お手元のほうに付託議案一覧をお配りをさせていただいておりますが、議案第１号か

ら議案第４号までの補正予算、第５号から第10号までの当初予算、また当初予算に関連

いたします議案第11号から議案第13号まで、議案第16号及び議案第21号並びに議案第26

号の合計16議案を予算特別委員会へ付託を予定をさせていただいております。 

  次に、日程第21から日程第43までの条例改正10議案、一般議案13議案、合計23議案に

つきまして一括提案を予定をさせていただいております。 

  再度、付託議案一覧をご覧いただきたいというふうに思います。 

  議案第14号、議案第15号、議案第23号から議案第25号まで、及び議案第27号並びに議

案第30号から議案第39号までの計16議案は総務建設常任委員会へ、議案第17号から議案

第20号まで、議案第22号及び議案第28号並びに議案第29号の７議案は文教厚生常任委員

会へそれぞれ付託を予定をさせていただいております。 
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  いずれにつきましても付託前質疑後、それぞれの委員会へ付託をさせていただきたく

考えているところでございます。 

  議事日程第１号のにつきましての説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いい

たします。 

○委員長（山内実貴子） 説明が終わりましたので、委員から質疑を受けたいと思います。 

  ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山内実貴子） ないようですので、議事日程第１号について終わります。 

  次に、⑫陳情書についてでございます。 

  お手元に配付しておりますが、陳情書１件の受け付けをしております。 

  陳情書、①年金制度における外国人への脱退一時金の是正を求める意見書の採択を求

める陳情。 

  年金の脱退一時金制度について、日本人は年金制度から脱退することはできないが、

外国人が帰国する場合には年金制度から脱退し、一時金を受給できます。永住者資格が

ある外国人が年金脱退一時金を受給して帰国し、その後、再入国して収入が少ないとい

う理由で生活保護を受給することも現在の制度運営上可能となっており、在留資格制度

や社会保障制度の運用の狭間で生じている課題について、現場となる地方から財政問題

として声を上げる必要があるため、調査及び改善を求める意見書を国に対して提出願い

たいというものでございます。 

  どのように対応すればよいか、検討願いたいと思います。藤本委員。 

○委員（藤本英樹） 議場配付で対応すればと思います。 

○委員長（山内実貴子） 議場配付とのご意見がございましたが、４日に議場配付するこ

とにご異議ございませんでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山内実貴子） ないようですので、４日に議場配付といたします。 

  ⑬行政諸報告について。 

  全員協議会での報告内容についてです。奥谷理事。 

○総務担当理事（奥谷 明） 失礼いたします。 

  私のほうから全員協議会での報告事項につきまして、お願いを賜りたいと存じます。 

  まず、開会日３月４日の全員協議会でございますが、この日につきましては３件のご

報告、ご説明をさせていただきたいと考えております。 
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  まず、１件が1,000万円以上の建設工事等請負契約の状況についてと、これがまず１

件でございます。 

  それから２つ目が重大事件の関係でございます。再逮捕に係る分でございますが、先

般、12月議会の全員協議会で第１回目のこの事件の公判のご報告をさせていただいたか

と思いますが、その後、令和５年12月20日に第２回、去る２月８日には第３回の公判が

開かれまして、判決も出ておりますので、この第２回目と第３回目の公判の概要につき

まして、ご報告をさせていただきたいというのが２つ目でございます。 

  そして、３点目がこの公判等の関係するものなんですけれども、本町の外部委員会で

ございます入札監視等委員会、これをこの２回目、３回目の公判のちょうど中程に当た

るんですけれども、昨年の12月25日に入札監視等委員会を第１回臨時会として開催いた

しておりますことから、これのご報告をさせていただきたいと考えております 

  そして、最終日３月28日の全員協議会でございますけれども、これにつきましても３

件のご報告をさせていただきたいと考えてございます。 

  これにつきまして、まず１点でございますが、これも重大事件に関することなんです

けれども、来る３月13日にこの入札監視等委員会の第２回目となります臨時会を開催す

る予定でございますので、３月13日の会議内容につきまして３月28日の最終日全協でご

説明をさせていただきたいと考えております。これがまず１つ。 

  それから２点目が、これも３月８日に開催を予定いたしております宇治田原町まちづ

くり総合計画審議会、第３回目の審議会でございますけれども、開催概要につきまして

ご報告をさせていただきたいと思います。 

  ただいま令和５年度と６年度におきまして第６次となりますまちづくり総合計画の策

定を進めておりますが、現時点での審議状況等につきまして、ご説明をさせていただく

予定でございます。 

  それから最後になりますが、また、４月１日を予定しておりますが、令和６年度の人

事異動を予定いたしております。最終日、全協におきまして、令和６年度人事異動に係

る基本方針についてということで、ご説明を申し上げたいと考えております。 

  以上、初日に３件、最終日に３件、以上６件のご説明をさせていただきたいと思いま

すので、よろしくお願いを申し上げます。 

  以上でございます。 

○委員長（山内実貴子） ただいまの行政諸報告につきましては開会日３月４日の全員協

議会は１、建設工事等請負契約の状況について、２、第２回、第３回公判の概要につい
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て、３、入札監視等委員会令和５年度第１回臨時会開催概要についてを報告願うことと

し、最終日の３月28日の全協では１、入札監視等委員会令和５年度第２回臨時会開催概

要について。２、宇治田原町まちづくり総合計画審議会第３回の開催概要について。３、

令和６年度人事異動に係る基本方針についてを報告願うこととしたく思います。 

  また、議会側から３月４日、開会日の全員協議会で城南衛生管理組合議会、後期高齢

者医療広域連合議会、地方税機構議会の報告を予定しております。 

  ⑭その他。 

  今後の予定でございますが、３月27日水曜日午後２時から議会運営委員会を開催する

予定としておりますので、よろしくお願いいたします。 

  その他、３月定例会について何かございませんか。 

（発言する者なし） 

○委員長（山内実貴子） ないようですので、以上、定例会についてはこれで終了いたし

ます。 

  日程第２、その他、何かございましたら、ご発言願います。 

  ございませんか。 

（発言する者なし） 

○委員長（山内実貴子） それではこれをもちまして、第１回定例会の議会運営委員会を

閉会いたします。 

  ご苦労さまでございました。 

閉  会   午前11時02分 
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